
○第２回協議会では，減災のための目標を共有し，関係機関が連携・協力して，ハード・ソフト対策を一体的かつ計画
的に推進し，水害に強い地域づくりを目指すため，概ね５年間で取り組む内容を定めた「沖永良部島地域の減災に
関する取組方針」を策定しました。

第２回「沖永良部島地域の県管理河川等における水防災意識社会再構築協議会」
平成30年3月23日
大島支庁
沖永良部事務所１.概要

➢ 日 時：平成３０年３月２３日（金）
➢ 場 所：沖永良部事務所 別館２階会議室
➢ 出席者：和泊町（町長），知名町（町長），

気象庁（気象防災情報調整官），
鹿児島県（河川課技術主幹兼治水係長，
大島支庁沖永良部事務所長）

関係機関 １１名が参加

議事内容

・規約について
⇒既存の協議会を水防法に基づき改正することを
承認した。

・取組方針について
⇒概ね５年間で取り組む内容を定めた取組方針を
策定した。

２.日時／実施状況


